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総論 

 １ 佐世保市業務継続計画・受援計画策定の目的 

  平成７年の阪神淡路大震災、平成２３年の東日本大震災、平成２８年の熊本地震では、最大震度７

程度を観測し、壊滅的な被害がもたらされた。そのため、多くの尊い人命が失われ、ライフラインも

広範囲かつ長期間に亘って停止するとともに、燃料供給が途絶するなど、市民生活や経済活動に重大

な支障が生じ、また、その被災は行政も例外ではなく、庁舎の被害や職員の被災などによって行政機

能が大きく低下した。 

  本市では昭和４２年７月豪雨以降、大規模災害の経験はないものの、他市の事例などを踏まえ、大

規模災害の発生により市の機能が低下する中にあっても、市民の生命・身体及び財産を保護し、市民

生活への影響を最小限にすることが求められる。そのために、最低限の行政サービスを維持しながら

迅速に災害応急対策業務を開始するとともに、災害時の応援を可及的速やかに利活用を図る方針を定

めることで、応援団体の協力を得ながら総力を結集し、早期に市の機能を復旧させることを目的とし

て、「佐世保市業務継続計画・受援計画（以下、「本計画」とする。）」を策定する。 

 

２ 本計画の基本方針 

  ２－１ 業務継続能力の向上 

   近年、他市で発生した東日本大震災や熊本地震などが本市でも起こりえることを念頭に、大規模

災害発生時において必要となる人的・物的資源（ヒト・モノ・情報及びライフライン等）について

平時から整備・備蓄を行い、ハード・ソフトの両面から災害に対する適切な体制の確保を行うとと

もに、災害時の業務継続の一助となる応援団体からの協力を効率的に利活用することで、発災後も

行政機能の保全を行う。 

 

  ２－２ 非常時優先業務の整理 

   災害時は、市民の安全確保を最優先することを主眼に、発災後の時系列ごとに実施すべき業務の

優先度を整理し、優先度の高い業務から着手する。 

   また災害時は、時間的制約がある中、限られた職員で様々な災害応急対策業務を実施する必要が

ある一方、市民の生命を維持するためのライフラインとなる業務など、災害時においても休止する

ことができない業務を継続しつつ、通常の業務体制への復旧も並行して行う必要がある。 

   このことから、災害時において実施すべき業務の選定を行うことにより、発災時に適時、的確に

業務を実施する。 

 

  ２－３ 受援体制の確立 

   大規模災害時には、非常時優先業務が膨大化し、その業務を行うことができる人的・物的資源が

減少し、本市職員だけでは対応できなくなる。また、他市などから人的・物的資源が次々と投入さ

れるものの、受入れ対応できない状況も十分見込まれるところである。一刻も早く行政機能を正常

化させるためにも、応援職員を如何に利活用するかを事前に定めておくことが肝要であることから、

受援業務や受入窓口を整理し、受援体制の確立を図る。 
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３ 本計画の位置付け 

本計画は、上記基本方針に基づき、各対策部における業務継続能力の向上と非常時優先業務の整理、

受援体制の確立を図ることとし、佐世保市地域防災計画の下位計画として位置付けるものとする。 

 

図１佐世保市地域防災計画と佐世保市業務継続計画・受援計画の関連性について 
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